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「今後推進すべき施策」の取組結果（令和７年度） 

 

「鈴鹿市交通安全計画（令和 3 年 9 月策定）」中、「第 5 章 今後推進すべき施策」

について項目別取組結果の報告（実績値：令和 7年 1月～12月） 

 

１ 道路交通環境の整備（計画書：P9～P11） 

 1-1 生活道路等における交通安全の確保 

・ 速度抑制対策（物理的デバイス等の設置） 

・ 危険箇所対策（路面標示の塗付等） 

・ 通学路交通安全プログラムに基づいた通学路の交通安全対策 

1-2 交通安全施設整備の推進 

・ 道路状況に応じた交通規制の実施、見直し 

・ 交通安全施設整備 

 箇数 延長等 

歩行空間(グリーン帯) 13箇所 2,391m 

防護柵整備 36箇所 356.2m 

道路照明灯整備 2箇所 7灯 

道路反射鏡整備 76箇所  

標示板整備 7基  

区画線整備 41箇所 14,823m 

1-3 高齢者等の移動手段の確保 

・ 地域づくり協議会活動のための交通事故防止研修会の開催 

1-4 自転車利用環境の保持 

・ 「鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例」に基づく自転車

放置防止 

1-5 災害に備えた道路交通環境の整備 

・ 橋梁耐震補強工事の施工 

1-6 駐車対策の推進 

・ 関係機関と連携した違法駐車防止対策 

 

２ 交通安全思想の普及徹底（計画書：P11～P14） 

 2-1 交通安全教育の推進 

・ 交通安全教室（211回 14,892人に対して実施） 

   【主な教室】幼・保育所（園）84回 4,120人、小学校 37回 5,270人、 

中学校 9回 1,618人、学童 24回，915人、高齢者 40回 1,031人 

・ 交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者に対し、関係機関と連携した高齢者 

の交通安全確保の取り組み 

・ 幼児保護者に対する交通安全講話 
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・ 日本語学校生徒に対する交通安全教室 

2-2 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

(1) 交通安全運動の推進 

・ 各季交通安全運動期間中の各種啓発活動（資料８） 

・ 各季交通安全運動出発式の開催 

・ 「交通事故死ゼロを目指す日」における啓発活動（春・秋の運動期間中） 

・ コミュニティバス(C-bus)へのバスマスク（「交通安全運動期間中」）掲示 

・ 大型店舗等における啓発活動（チラシ・啓発品配布） 

(2) 横断歩行者の安全確保 

・ 「まもってくれてありがとう運動」モデル校の指定 

・ 「ACTION３８キャンペーン」及び「横断歩道“ハンドサイン”キャンペーン」  

  の推進      

(3) 自転車の安全運転の推進 

・ 自転車利用者に対する交通安全啓発キャンペーン 

・ 「自転車安全教育モデル校」の指定 

・ セーフティー・バイシクル・デー（自転車安全対策強化日）の街頭指導 

・ ヘルメットかぶろう運動（平田野中学校）への参加 

・ 自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入に向けての啓発・教育 

(4) 全ての座席におけるシートベルトの正しい着用等の徹底 

・ 「チャイルドシート使用推進モデル幼・保育所（園）」の指定 

・ 幼児保護者に対するチャイルドシート等正しい着用の講話 

(5) 反射材用品等の普及促進 

・ 交通安全教室やイベント会場における反射材効果の体験 

・ 交通安全教室や広報啓発活動時における反射材用品の配布 

・ 自転車の交通安全教室において自転車の反射材装着の指導 

(6) 飲酒運転根絶に向けた交通安全教育及び広報啓発活動等の推進 

・ 「ハンドルキーパー運動モデル店」の委嘱 

・ 「三重県飲酒運転ゼロを目指す推進運動の日」における啓発活動（年末の 

  運動期間中） 

(7) 効果的な広報の実施 

・ テレビ、ラジオ、新聞等を活用した各季交通安全運動等の周知・啓発 

・ 大型店舗におけるスポット放送(各季交通安全運動期間) 

・ 協力店舗の電光掲示板を活用した広報啓発(交通安全運動期間) 

・ ウェブサイト・ＳＮＳを活用した情報発信 

・ 外国人向け広報「Amigo Suzuka」での啓発 

・ 重大交通事故発生時及び交通死亡事故多発警報発令時の事故防止情報発信 

・ 自転車の交通反則通告制度（令和８年４月から）について「広報すずか２月

号」へ掲載し周知・啓発 
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３ 安全運転の確保（計画書：P14） 

・ 高齢者交通安全教室や企業における運転者教育の推進 

・ 運転経歴証明書の交付手数料助成（565人) 

・ バス会社等事業所における自主的な安全運転管理活動（各季交通安全運動  

期間等） 

 

４ 車両の安全性の確保（計画書：P15） 

・ 事業所や組合における自動車日常点検 

・ 大型店舗及び小中学校における自転車点検、点検指導 

 

５ 道路交通秩序の維持（計画書：P15） 

・ 交通安全教室における交通法規遵守，交通マナー向上などの安全教育 

・ 警察による交通安全指導 

・ ＣＴＬ（Civilian Traffic Leader）運動 

   「交通安全の日」における主要交差点における早朝街頭指導、巡回指導 

 

６ 救急・救助活動の充実（計画書：P15） 

・ 事故現場における迅速的確な対応 

・ 交通安全教室にて「事故発生時の措置」 

 

７ 被害者支援の充実と推進（計画書：P15～P16） 

・ 自転車交通安全教室における被害者保護の指導 

・ 自転車損害賠償責任保険への加入指導 

 

８ 調査研究の充実（計画書：P16） 

・ 交通事故発生状況の分析と交通事故統計冊子の作成・配付・ウェブサイトへ 

の掲載 


